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1――課題意識 

 

昨今、商品の販売手法あるいは消費行動が多様化している。これまではＴＶＣＭやチラシなどの「広

告」を見て、販売店に足を運んで商品を買うといった消費行動が普通であった。さらにたとえば化粧

品や家電など選択が必要な商品については販売店等で販売員からさらに｢勧誘｣を受けて購入するもの

であった。つまり｢広告｣と｢勧誘｣はある程度明確に線を引けるものであった。 

ところが最近、テレビショッピングＣＭがずいぶん多く見受けられるようになった。またインター

ネット通販サイトもかなりの人が利用した経験があるだろう。いままでは単なる広告としてしか利用

されていなかったメディアも、今ではそれを見て、あとは電話一本で申し込むだけ、あるいはキーボ

ードをたたけば商品が購入できるようなものとなった。すなわち｢広告｣と｢勧誘｣の境界線が判然とし

なくなった。 

消費者関連の法では｢勧誘｣という概念によりルールを定めているものがある。本稿では現在改正に

向けて審議されている消費者契約法と、少し前にこの点に関して議論がなされた保険業法を取り上げ

て、その議論状況を見ていきたい。 

 

2――消費者契約法における議論 

 

１｜勧誘の現行解釈における限界 

 現在、消費者委員会の部会では消費者契約法の改正審議を行なっている。消費者契約法とは民法の

特則を定めるもので、事業者と消費者との間の契約関係を定める法律だ。たとえば不動産を売買する

契約を結ぶとする。売買契約については通常、民法のルールが適用されるが、不動産会社と一般の消

費者が契約をした場合は、民法に優先して消費者契約法のルールが適用される。不動産に限らず、事

業者と消費者の間の契約(消費者契約)にはすべて消費者契約法のルールが適用される。 
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 消費者契約法にはいろいろな規律があるが、その柱のひとつが、消費者が契約をする際に事実と異

なる重要情報に基づいて誤って判断をした場合には契約を取り消せるとするルールである (消費者契

約法第 4 条)i。ただ、このルールは｢消費者契約の締結について勧誘をするに際し｣、事業者が事実と

異なることを告げた場合等に消費者は契約を取り消すことが出来ると定めていることから、消費者が

受け取った情報が｢勧誘｣の際であったかどうかで法的な取扱が変わってしまう。 

この点、消費者庁の編集した「逐条解説消費者契約法」では、「勧誘」とは「消費者の契約締結の意

思に影響を与える程度の勧め方」をいうとされている。そして特定の者に向けた勧誘方法は｢勧誘｣に

含まれるが、不特定多数のものに向けられ、特定の消費者に働きかけていないものは｢勧誘｣に含まれ

ないとしており、例として「広告」が挙げられている。つまり、消費者契約法では、事実と異なる内

容の勧誘につられて契約した場合には契約取消が出来る。一方、事実と異なる内容の広告につられて

契約した場合では契約取消が出来ないということになる。どうしてこのような整理になったのか。 

 

 それは消費者契約法が 15年前に作られた法律であり、従来のＣＭやチラシを見て店で買うような消

費行動、あるいは店頭等で勧誘を受けて購入する行動を想定して作られたから、と推測される。前者

のＣＭやチラシは不特定多数に向けた広告であり、ここでの誤記載があっても契約を取り消せないが、

後者のような個人に向けた勧誘の際に誤った説明があれば取り消せるとの解釈を消費者庁は立法以降

採用してきた。 

しかし、テレビショッピングＣＭや通販ウエブサイトなど確かに不特定多数に向けたものではある

が、個別の消費者の意思決定に大きな影響を与えると考えるべきものが増えてきた。これらを従来の

一般的なＣＭやチラシ同様不特定多数向けのものだから契約取消はできないというままでいいのか、

というのが現在の消費者委員会部会の問題意識となっている。審議の過程では「勧誘」要件をはずし

てはどうか、という案が出たこともある。しかし、これでは広告にすべてこのルールが適用されてし

まう。しかし、これには問題がある。 

なぜなら事業者は「事実と異なる」とされないために、広告に注意書きを記載したり、あるいはセ

ールス文言とともに不利益事実を列挙したりしなければならなくなるおそれがあるからだ。事業者に

とっては、単なる企業イメージ的なＣＭやごく簡単な商品内容を説明する短時間のＣＭにまでこんな

ことを求められてはたまらないであろう。 

 

2｜勧誘要件の解釈の変更という方向性 

現段階では、消費者委員会の部会では、｢勧誘｣要件を残しつついわゆる広告のなかにも勧誘に該当

するものがあるとの解釈を明示する方向で議論が進められている。広告か、勧誘かという線の引きよ

うのない二分法で議論をするのではなく、不特定多数に向けた広告の形態をとっていても、勧誘に該

当するものもあるというのは現状に照らせば否定しにくいであろう。ただ、そうであれば重要なのは、

事業者に適時適切に商品説明を行なわせるとともに、事業活動の萎縮を招かないために、勧誘とはど

のような行為をいうのかをできるだけ明確にする必要があるということだ。 

 

今後、消費者委員会あるいは消費者庁で勧誘の解釈を明確化するべく検討が行なわれるものと思わ
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れる。その際には、事業者に契約取消による損害が発生するとしても契約が取り消されるべき行為の

範囲あるいは形態がどのようなものか、を探るという作業が行なわれることになる。しかし、この作

業はそう簡単ではない。この点に関連して、最近、勧誘の範囲が議論された保険業法での状況を見つ

つ、この問題を見ていきたい。 

 

3――保険業法における議論 

 

１｜金融審での問題意識 

最近の保険業界では、インターネット利用人口の拡大に伴い、ネット専業生保会社のほか、各社の

保険商品を比較するサイトや、いわゆる独立ＦＰと呼ばれる保険募集人を紹介するサイトなどが多々

見られるようになった。商品比較サイトや保険募集人紹介サイトでは形式上募集の形態をとっていな

いように見えるものがある。これら募集行為を行なっていないとも見えるサイトに関して保険業法上

「勧誘」についてどのように整理されてきたかを紹介したい。 

 

 なお、保険会社や保険募集人などによる保険募集を規制する保険業法本体では｢勧誘｣ではなく｢募

集｣という言葉が使われている。保険業法では「募集」を保険契約の締結の代理又は媒介を行うことと

定義している(第 2 条第 26 項)が、これら代理等行為の前段となる、保険契約締結に向けた意思決定に

影響を及ぼす行為である「勧誘」プロセスも含むと一般に解されているii。 

 

 金融審議会の「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」(以下、ＷＧ)

では募集について活発な議論が行なわれた。そして説明義務規定や意向確認義務規定を保険業法に設

けるよう報告書iiiが出され、法改正がなされた(施行日は平成 28年 5月 29日)。説明義務規定等の導

入に比べ注目度は低かったものの、ＷＧでは募集とは何かについても議論された。議論の中心は先ほ

ど述べた各種インターネットサイトが募集に該当するかどうか、という点であった。 

 特に、保険会社や保険募集人が運営していない商品比較サイトや、保険募集人紹介サイトのような

見えるサイトは広告か、勧誘かが問題とされた。勧誘(募集)であるならば、その行為は保険募集人と

して登録していない者が行なえば違法である。さらにもうひとつの問題がある。これらのサイトから

誘導された顧客の一部はそのままの流れで保険加入に至ることになる。仮にこれらのサイトが勧誘(募

集)に該当しないとしても、サイトの不適切な記載等により顧客に不利益を及ぼしかねない点に関しど

う取り扱っていくか、という問題である。 

 

2｜保険規制における新たな整理 

 金融庁は金融審議会の報告書を受け、監督指針改定案を出した。それによれば①保険募集に該当す

るもの、②募集関連行為に該当するもの、③①にも②にもいずれにも該当しないもの、すなわち規制

対象となる募集行為とは関連性を認められないものiv、に分けている。①と②について改定監督指針

案に沿って説明を加えよう。 
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①は通常の勧誘行為が入るとしているが、特に、「保険会社等から報酬を受けるなど募集行為と一体

性･連続性を推測される事情があ」り、かつ「具体的な保険商品の推奨･説明」する行為については該

当するかどうか総合的に判断するとしているv。商品比較サイトに関して言えば、特定商品を具体的な

商品内容説明つきで推奨表示(ランキング 1位！など)し、このように表示を行なうことに関して保険

会社等から報酬を受け取っている場合などが該当する可能性があると思われる。これらの行為は保険

募集に該当すると判断されれば、サイト運営者自身が保険募集人でなければならない。ちなみに今回

の法改正においては、この例のように中立的と見せかけて特定の会社の商品を勧めるような行為の問

題性に鑑みて、保険募集人が特定の商品を推奨する場合には客観的な基準や理由を示さなければなら

ないこととされた(改正監督指針案Ⅱ－4－2－9(5)③)。 

  

 ②は保険募集に該当しない行為ではあるが、③ともいえない中間的な行為を指すとされている。改

正監督指針案では例として保険募集人紹介サイトや保険会社からの情報を転載しただけの商品比較サ

イトが挙げられている。上述の、顧客に不利益を及ぼしかねない行為に関する対応として設けられた

ものである。これらの行為は募集ではないので保険募集人でなくても行なうことができる。そしてサ

イト運営主体を直接行政が監督するのではなく、保険会社や保険募集人が注意･指導すべきものとして

いる。これは募集といえない以上、行政にサイト運営主体に対する監督権限があるとはいいにくいた

め、保険業法上で適正販売の責務を負う保険会社等に管理責任を負わせたものと考えられるvi。その

ため保険会社等との契約がなければ保険業法では何らの規制はかからないことになる。 

 

4――まとめ 

 

 上記の通り、勧誘(募集)に該当するかどうかは一定の判断基準を示しつつ総合的に判断するとした。

また勧誘(募集)そのものには該当しないが、募集に関連する行為というカテゴリーを設け、そこに規

制を間接的にかけていく方式をとった。後者のような規制を間接的としても設けたのは保険業法が保

険に関連する事業者の業務ルールを定める監督法規であるからであろう。 

 一方で、消費者契約法においては契約の取消権を認めるかどうかという二択が重要であり、｢関連す

る行為｣といったカテゴリーを作る意味はない。そのため｢勧誘｣に該当するかどうかの解釈の明確化が

非常に重要である。消費者契約法は、契約当事者間の利害調整のための法であり、必ずしも監督法規

である保険業法と同じ解釈となるとは限らないが、保険業法上の考えを消費者契約法の勧誘概念に単

純に当てはめると｢販売主体自体が、もしくは販売主体との募集行為と一体性･連続性を推測させ｣かつ

｢具体的な商品の推奨・説明を行なう｣というのが判断の主要素のひとつとなりそうである。しかし、

一般にイメージされる保険商品ほどの具体的な商品説明を要せず購入される商品は多く、その場合に

どう考えるべきか。この場合、単なる広告との差異をどのように判断するのであろうか。 

このように見てくると、世の中すべての消費者契約に適用される消費者契約法における｢勧誘｣の意

義･範囲を明確化することが相当に難しいことがわかる。今後の消費者委員会や消費者庁での議論･検

討に注目したい。 

以上 
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i 消費者契約法では消費者の利益となる重要事項を告知しながら不利益を告知しなかったり、断定的判断を提供したりした場

合に取消が出来るなどのルールがあるが、これらも｢勧誘に際し｣との要件がかけられている。 
ii 山下友信｢保険法｣(有斐閣、2005年)146ページ。また、金融庁の監督上の指針となる「保険会社向けの総合的な監督指針」

(監督指針)でも「勧誘」が「募集」に含まれることが明確に示されている。 
iii平成 25 年 6 月 7 日金融審議会報告書｢新しい保険商品･サービス及び募集ルールのあり方について｣ 
iv 監督指針改定案では (ア)保険会社または保険募集人の指示を受けて行う商品案内チラシの単なる配布、(イ)コールセンタ

ーのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明、(ウ)金融商品説明会における、一般的な保険

商品の仕組み、活用法等についての説明、(エ)保険会社または保険募集人の広告を掲載する行為、が挙げられている。これら

については保険募集行為としての規制はかからない。 
v 厳密には改正監督指針案では勧誘行為とは別に「その他の保険契約の締結の代理又は媒介」のひとつとしてこの行為が挙

げられている。しかし募集の一類型と区分している以上、勧誘プロセスの一段階として位置付けていると考えられる。 
vi 金融審議会の審議の過程では保険募集人紹介サイトが、紹介を申し込んだ顧客に対して金銭的利益を供与することについ

て議論がなされている(平成 25 年 3 月 1 日付金融審議会保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グルー

プ議事録参照)。改正監督指針案では保険募集人等はこれらの行為が行なわれている場合、保険募集人に禁止されている特別

利益提供の禁止(保険業法第 300 条 1 項 5 号)の潜脱行為に該当しないかどうかなどそれが合法かどうか注意すべきものとさ

れた(Ⅱ‐4‐2‐1(2)①)。 


